
被災者生活再建支援金のご案内
令和６年能登半島地震により、住宅に被害を受けた世帯の方に

被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援します。

被災者生活再建支援法に基づき支給されるもの（以下「法による支援
金」）と新潟市が新潟県と連携して支給するもの（以下「市支援金」）が
あります。

１ 対象世帯、支給額
令和６年能登半島地震発災時に、被害を受けた住家に実際に住んでい
た世帯 ※被害の程度（本市が発行する罹災証明書における「住家の
被害の程度」）により対象の可否、支給額が異なります。

２ 支援金の種類
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支援金種類 申請受付期間
・法による支援金
（基礎支援金）

・市支援金
令和７年１月３１日まで
（災害発生の日から13か月間）

・法による支援金
（加算支援金）

令和９年１月３１日まで
（災害発生の日から37か月間）

５ お問い合わせ
〒 ９５１−８５５０
新潟市中央区学校町通１−６０２−１
新潟市役所 福祉部 福祉総務課
電話 ０２５−２２６−１１６９
FAX ０２５−２２５−６３０４
受付時間：午前８時３０分〜午後５時３０分まで（平日のみ）

４ 申請窓口
被災相談窓口（特設会場）

（土・日曜、祝・休日も開設）
区役所の窓口

（平日のみ開催）※

４／３０
まで

⻄区役所
健康センター棟３階

古町ルフル
６階

⻄区・中央区以外の
区役所

５／１
から ⻄区役所 健康センター棟３階 ⻄区以外の区役所

２ 法による支援金について
法による支援金については、住宅の再建方法に応じて支給される「加算

支援金」の制度があります。
住宅の被害程度と世帯の区分により、先に法による支援金の「基礎支援

金」と市支援金を申請し、再建方法が決まった後に「加算支援金」を申請
することができます。

※「中規模半壊」の場合は、法による基礎支援金の部分はありません

３ 申請受付期間

開設時間：午前９時〜午後５時
※東区は水・木曜のみ、秋葉区は月・火曜のみ開設（祝・休日を除く）

申請様式、申請時に必要な書類については、上記窓口にてご説明するほか、
市ホームページに掲載しています。


